
滋
賀
労
働
局
と
大
津
労
働
基

準
監
督
署
へ
の
申
し
入
れ
は
、

合
同
庁
舎
に
移
転
さ
れ
て
以
降

は
同
じ
会
場
で
同
時
要
請
と
な
っ

て
い
ま
す
。

多
く
の
問
題
含
む

「
働
き
方
改
革
関
連
法
」

申
し
入
れ
は
、
「
働
き
方
改
革

を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
が
２

０
１
８
年
７
月
に
成
立
し
ま
し

た
。
こ
の
「
働
き
方
改
革
関
連

法
」
は
多
く
の
問
題
点
を
含
ん

で
お
り
、「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
制
度
」
は
、
金
融
機
関
と

非
常
に
関
連
が
強
い
制
度
で
す
。

と
り
わ
け
、
通
常
残
業
、
深
夜

残
業
、
休
日
残
業
の
労
働
時
間

規
制
を
な
く
し
、
長
時
間
労
働

と
過
労
死
を
促
進
す
る
も
の
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
な
く

と
も
人
員
削
減
に
よ
る
長
時
間

過
密
労
働
が
ま
ん
延
し
て
い
る

の
が
金
融
職
場
の
実
態
で
す
。

過
度
な
営
業
推
進
が

パ
ワ
ハ
ラ
や
健
康
被
害

さ
ら
に
、
金
融
リ
ス
ク
商
品

等
の
ノ
ル
マ
販
売
な
ど
過
度
な

営
業
推
進
が
人
事
考
課
と
連
動

す
る
こ
と
や
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど

の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
も
後
を

絶
た
ず
、
職
員
の
健
康
が
心
身

両
面
か
ら
損
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

本
来
、
各
企
業
の
労
働
安
全

衛
生
委
員
会
は
そ
う
し
た
職
場

環
境
の
改
善
に
向
け
取
り
組
む

と
こ
ろ
で
あ
り
な
が
ら
、
実
態

は
形
骸
化
し
て
い
る
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
経
営
と
し
て
の

無
策
や
不
作
為
が
、
結
果
と
し

て
様
々
な
事
情
か
ら
休
職
や
離

職
を
す
る
職
員
を
増
加
さ
せ
る

な
ど
状
況
を
ま
す
ま
す
悪
化
さ

せ
て
い
ま
す
。

再
雇
用
者
の
労
働
条
件

改
善
、
真
の
均
等
待
遇
を

労
働
力
不
足
か
ら
一
部
で
従

来
の
「
65
歳
」
か
ら
「
70
歳
」

ま
で
再
雇
用
を
進
め
る
企
業
も

出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

労
働
条
件
や
新
卒
並
み
の
低
賃

金
で
の
勤
務
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
な
ど
問
題
が
多
い
の
も
事
実

で
す
。
ま
た
、「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

非
正
規
労
働
者
の
処
遇
改
善
の

進
み
具
合
は
不
十
分
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
本
当
の
意
味

で
、
均
衡
待
遇
を
実
現
す
る
こ

と
が
労
働
者
の
勤
労
意
欲
を
高

め
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
金
融
機
関
の
厳

し
い
労
働
実
態
を
改
善
し
、
働

き
や
す
い
職
場
を
つ
く
る
た
め
、

特
に
（
枠
内
の
）
６
項
目
事
項

に
つ
い
て
監
督
・
指
導
を
強
め

ら
れ
た
い
と
要
請
し
ま
し
た
。

２０１９年 １ ２ 月 第 ４３３ 号 滋 賀 銀 行 従 業 員 組 合 教 宣 部

近
畿
財
務
局
大
津
財
務
事
務

所
に
は
、
以
下
の
５
項
目
に
つ

い
て
要
請
し
ま
し
た
。

１
．
地
域
金
融
機
関
の
再
編

一
統
合
を
促
進
す
る
た
め
の
独

占
禁
止
法
の
特
例
法
を
来
年
の

通
常
国
会
へ
提
出
し
な
い
こ
と
。

２
．
「
顧
客
本
位
の
業
務
運

営
に
関
す
る
原
則
」
に
基
づ
き
、

リ
ス
ク
商
品
や
カ
ー
ド
ロ
ー
ン

な
ど
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
地

域
金
融
機
関
に
対
し
て
目
標
設

定
を
し
な
い
よ
う
指
導
さ
れ
る

こ
と
。

３
．
県
境
を
越
え
た
統
合
に

よ
り
名
前
や
祖
織
形
態
を
変
え

て
地
域
金
融
機
関
が
存
続
し
続

け
て
も
、
地
域
経
済
の
再
生
に

貢
献
す
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
域
金
融
機
関
の
再
編
・
統
合

で
な
く
、
地
域
経
済
を
再
生
す

る
こ
と
は
日
本
経
済
の
再
生
で

あ
る
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、

関
連
す
る
省
庁
と
連
携
を
取
っ

て
国
主
導
で
地
域
経
済
再
生
に

尽
力
さ
れ
る
こ
と
。

４
．
公
益
通
報
者
を
保
護
し
、

自
主
的
な
経
営
チ
ェ
ッ
ク
が
行

な
え
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を

指
導
す
る
こ
と
。

５
．
金
融
機
関
の
12
月
30
日

の
休
日
化
の
実
現
に
努
力
す
る

こ
と
。

以
上

〒520-0041

滋賀県大津市浜町１－３８

滋賀銀行従業員組合
TEL 077-521-2775

FAX 077-525-5232

Mail info@sbu-ffs.com

URL http://sbu-ffs.com/

金融機関の労働実態改善のための指導強化の要請

１．厚生労働省の「労働時間の適正な把渥のために使用者が講ずべき措置

に関するガイドライン」に基づき

・長時間労働削減の指導をすること。

・早朝出勤を含めた賃金不払い残業や自主勉強会に名を借りた休日や就

業時間外の研修、早朝清掃や制服の着替え等を労働時間として扱い、

適正に労働時間を管理・把握するよう監督・指導を強化すること。

・管理監督者の範囲（昭和52年2月28日基発第105号）を逸脱した「名ば

かり管理監督者」として、残業代を支払わないような企業に対し、実

効性のある厳格な指導をすること。

２．パワハラやマタハラ等すべてのハラスメントをなくすとともに、メン

タルヘルス対策と休職者に対する丁寧な職場復帰策を講じるよう指導す

ること。

３．ストレスチェックの実施にあたり、個人情報を保護し人事考課等に反

映させないよう指導すること。

４．希望者全員の６５歳までの雇用確保と定年再雇用者の劣悪な労働条件

の改善に向けて指導すること。

５．役職定年制・専任行員制度など、同じ勤務形態・職務内容でありなが

ら「高齢」であることのみを理由とした労働条件の切り下げについて、

実態を把握したうえで是正されること。

６．昨年４月から義務化された「無期雇用への転換」についてさらに啓蒙

活動を強化すること。

以 上

金
融
労
連
本
部
、
金
融
労
連
近
畿
地
協
と
連
携
し
て
、
今
年
度
も

監
督
官
庁
な
ど
に
対
す
る
要
請
行
動
を
行
い
ま
し
た
。
要
請
先
の
都

合
な
ど
も
あ
り
滋
賀
労
働
局
・
大
津
労
働
基
準
監
督
署
は
12
月
11
日
、

近
畿
財
務
局
大
津
財
務
事
務
所
に
は
12
月
24
日
に
、
滋
賀
県
銀
行
協

会
に
は
11
月
28
日
に
訪
問
し
ま
し
た
。
な
お
、
金
融
労
連
本
部
で
は
、

12
月
13
日
に
厚
生
労
働
省
、
金
融
庁
、
各
業
界
団
体
に
対
す
る
要
請

行
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
滋
賀
県
に
お
い
て
は
、
金
融
労
連
本
部
、

滋
賀
銀
行
従
業
員
組
合
、
全
国
金
融
産
業
労
働
組
合
近
畿
支
部
滋
賀

分
会
の
三
者
の
連
名
に
よ
る
要
請
を
行
い
ま
し
た
。

滋賀労働局・大津労基局への要請

大津財務事務所への要請

滋賀労働局・大津労働基準監督署

近畿財務局大津財務事務所・滋賀県銀行協会

労働実態改善・金融行政などで要請行動

地
域
経
済
の
再
生
こ
そ
日
本
経
済
の
再
生



あ
い
ば
野
に
市
民
ら

３
０
０
人
が
集
ま
り
抗
議

12
月
１
日

13
時

20
分
か
ら

高
島
市
今
津
町
の
住
吉
公
園
に

お
い
て
「
日
米
合
同
演
習
反
対

12
・
１
あ
い
ば
野
大
集
会
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

集
会
は
、「
ふ
る
さ
と
を
ア
メ

リ
カ
軍
に
使
わ
せ
な
い
滋
賀
県

連
絡
会
」
の
主
催
で
開
催
さ
れ
、

約
３
０
０
人
が
参
加
さ
れ
、
滋

賀
銀
行
従
業
員
組
合
か
ら
は
中

島
委
員
長
他
７
名
の
先
輩
組
合

員
が
参
加
し
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
参
議
員

井
上
哲
士
氏
が
基
調
報
告

集
会
は
、
岡
本
恭
治
ふ
る
さ

と
を
ア
メ
リ
カ
軍
に
使
わ
せ
な

い
滋
賀
県
連
絡
会
代
表
の
主
催

者
挨
拶
で
始
め
ら
れ
、
Ｎ
Ｏ
Ｂ

Ａ
Ｓ
Ｅ
沖
縄
と
つ
な
が
る
京
都

の
会
共
同
代
表
で
元
京
都
沖
縄

県
人
会
会
長
大
湾
宗
則
氏
が
激

励
挨
拶
を
さ
れ
、
つ
ぎ
に
日
本

共
産
党
参
議
院
国
会
対
策
委
員

長
・
外
交
防
衛
委
員
会
所
属
の

井
上
哲
士
氏
が
基
調
報
告
を
さ

れ
ま
し
た
。

オ
ス
プ
レ
イ
訓
練
は
沖
縄

の
負
担
軽
減
は
ゴ
マ
カ
シ

井
上
氏
は
、
は
じ
め
に
「
今

回
の
合
同
演
習
は
米
軍
と
一
緒

に
戦
争
す
る
訓
練
で
あ
る
」
、

「
政
府
は
、
オ
ス
プ
レ
イ
訓
練
は

沖
縄
の
負
担
軽
減
だ
と
言
っ
て

い
る
が
全
く
の
ゴ
マ
カ
シ
で
あ

る
。
オ
ス
プ
レ
イ
に
は
重
大
な

欠
陥
が
あ
り
極
め
て
危
険
な
訓

練
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
根
源
に

日
米
地
位
協
定
が
あ
る
」
と
指

摘
し
、
「
９
条
改
憲
を
す
す
め
る

安
倍
政
権
を
打
倒
し
よ
う
」
と

呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

大
阪
、
三
重
、
京
都
の

各
団
体
か
ら
連
帯
の
挨
拶

つ
ぎ
に
、
植
田
保
二
安
保
破

棄
・
諸
要
求
貫
徹
大
阪
実
行
委

員
会
代
表
幹
事
、
田
中
茂
二
郎

オ
ス
プ
レ
イ
来
る
な
！
三
重
県

民
の
会
事
務
局
長
、
片
岡
明
京

都
平
和
委
員
会
理
事
長
の
み
な

さ
ん
か
ら
連
帯
の
挨
拶
を
う
け

メ
ッ
セ
ー
ジ
等
の
紹
介
の
後
、

リ
レ
ー
ト
ー
ク
が
行
わ
れ
森
脇

徹
日
本
共
産
党
高
島
市
会
議
員
・

あ
い
ぱ
の
平
和
運
動
連
絡
会
や

多
胡
恵
子
新
日
本
婦
人
の
会
高

島
支
部
や
久
保
井
沙
耶
香
民
青

同
盟
滋
賀
県
委
員
会
の
代
表
か

ら
「
平
和
と
命
を
守
ろ
う
」
な

ど
の
発
言
が
さ
れ
ま
し
た
。

相
次
ぐ
銃
・
砲
弾
事
故
に

地
元
区
長
の
怒
り
の
声

森
脇
徹
氏
は
、
銃
弾
・
砲
弾

事
故
個
所
な
ど
の
パ
ネ
ル
を
示

し
な
が
ら
、
事
故
へ
の
地
元
区

長
の
怒
り
の
声
を
紹
介
し
、
こ

の
日
米
合
同
演
習
の
中
止
を
呼

び
か
け
ま
し
た
。

最
後
に
、
集
会
宣
言
を
採
択

し
、
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
と

「
ふ
る
さ
と
」
を
合
唱
し
集
会
を

終
わ
り
ま
し
た
。

集
会
終
了
後
、
デ
モ
行
進
を

行
い
「
日
米
合
同
演
習
反
対
！
」

「
実
弾
演
習
は
す
る
な
！
」
「
日

本
に
オ
ス
プ
レ
イ
は
い
ら
な
い
」

な
ど
の
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を

行
い
ま
し
た
。（
新
聞
は
演
習
の

模
様
を
伝
え
る
滋
賀
民
報
紙
）
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住民の命守れ！実弾演習するな！オスプレイはいらない！

日米合同演習反対 12･1あいば野大集会

12
月
15
日
、
金
融
・
労
働
研

究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
主
催
す
る

（
月
例
）
研
究
会
に
中
島
委
員

長
が
参
加
さ
れ
、
執
行
委
員
会

で
概
要
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

同
日
の
研
究
会
で
は｢

現
代

資
本
主
義
を
ど
う
捉
え
る
か｣

を
テ
ー
マ
に
高
田
太
久
吉
氏

（
中
央
大
学
名
誉
教
授
）
が
報

告
さ
れ
ま
し
た
。
高
田
氏
は
、

経
済
の
金
融
化
の
視
点
か
ら

｢

現
代
資
本
主
義｣

を
考
察
さ
れ

て
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
紙
面
で
あ
り
、
報

告
レ
ジ
ュ
メ
の
見
出
し
の
み
を

紹
介
し
ま
す
。
機
会
を
見
て
委

員
長
に
報
告
し
て
も
ら
い
ま
す
。

１
．
現
代
資
本
主
義
を
理
論

的
・
歴
史
的
・
世
界
史
的
に
と

ら
え
る
必
要
性
。

２
．｢

現
代
資
本
主
義｣

の
時

期
区
分
に
つ
い
て
￤
￤
￤
戦
後

資
本
主
義
の
過
渡
期
と
し
て
の

１
９
７
０
年
代
。

３
．
現
代
資
本
主
義
を
特
徴

づ
け
る｢

経
済
の
金
融
化｣

に
つ

い
て
。

４
．
現
代
資
本
主
義
に
顕
著

な｢

経
済
の
金
融
化｣

を
理
論
的

に
ど
う
理
解
す
る
か
。

▼

▼
５
．
現
代
資
本
主
義
の
混
迷

と
行
き
詰
ま
り
を
表
す
諸
現
象

の
多
く
が｢

経
済
の
金
融
化｣

と

関
係
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は

｢

経
済
の
金
融
化｣

に
よ
っ
て
、

資
本
の
運
動
と
社
会
分
業
の
関

連
が
希
薄
化
す
る
た
め
で
あ
る
。

６
．｢

資
本
主
義
の
終
焉｣

こ

の
項
に
つ
い
て
は
、
雑
誌

◆

◆｢

経
済｣

19
／
11
月
号
参
照
と

さ
れ
て
い
る
。

高
田
氏
は
、
こ
の
報
告
の

｢

あ
と
が
き｣

で
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
を
契
機
と
す
る
世
界
不
況
と
、

こ
れ
が
誘
発
し
た
国
際
的
政
治

危
機
を
背
景
に
、
現
代
資
本
主

義
が
重
大
な
歴
史
的
岐
路
に
●

●
立
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が

広
が
っ
た
。
そ
の
際
、
資
本
主

義
の
危
機
の
内
容
は
、
ゼ
ロ
金

利
に
象
徴
さ
れ
る
成
長
至
上
主

義
の
限
界
、
急
激
に
高
度
化
す

る
文
明
と
地
球
環
境
お
よ
び
人

間
社
会
と
の
衝
突
、
社
会
的
統

合
性
と
両
立
し
得
な
い
格
差
拡

大
と
富
の
集
中
、
世
界
経
済
危

機
に
誘
発
さ
れ
た
国
際
秩
序
の

動
揺
な
ど
の
問
題
と
し
て
議
論

さ
れ
て
き
た
。｢

資
本
の
本
質

的
な
『
架
空
性
』
の
深
ま
り｣

｢

資
本
の
論
理
（
利
潤
原
理
）

と
文
明
（
人
類
社
会
の
存
続
・

発
展
）
と
の
矛
盾｣

の
二
つ
の

視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ

る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
報
告
か
ら
、
現

在
の
世
界
と
日
本
の
経
済
の
現

実
を
見
た
時
、
加
え
て
地
域
金

融
機
関
の
置
か
れ
て
い
る
現
状

を
見
た
時
、
氏
の
指
摘
す
る

「
経
済
の
金
融
化
」
が
決
し
て

理
論
の
世
界
で
な
く
、
現
実
の

問
題
と
し
て
経
済
秩
序
を
崩
壊

し
、
人
類
の
生
存
そ
の
も
の
を

脅
か
し
つ
つ
あ
る
事
へ
の
危
機

感
を
を
持
つ
も
の
で
す
。
（
Ｔ
）

基調報告をされる井上哲氏

現
代
資
本
主
義
を
ど
う
捉
え
る
か


